
No. 質問 回答

1
補助の要件である「次に掲げる事項を実施している、又は実施の予定がある施設」
について、（１）～（６）のいずれか１つを実施又は実施予定であればよいか。

2
補助対象物品の３.折りたたみヘルメット、４.大型炊飯器、５.自転車置き場の雨よけ
屋根を購入したいという場合には、要件のどれをクリアしていればよいのか。

3 いつまでに購入等の事業を実施している必要があるか。
令和７年１１月３０日までの事業の実施及び請負事業者への支払
い等を終えている必要があります。

4

要件について、児童全員分の取り組みをしていなければ、要件を満たしたことになら
ないのか。
例えば、「（４）布団カバー、又はタオルケット等の用意及び洗濯」について、児童全員
分の布団カバー又はタオルケット等の用意及び洗濯ががされている必要があるか。

「布団（お昼寝用コット）カバー 、又はタオルケット等の用意及び洗
濯」を保護者が希望しない場合は、当該児童の分は除外して構い
ません。
なお、園の都合により対象者を制限することがないよう、希望
者全員が実施できる体制を整えてください。

5
一部の児童が、絆創膏を持参しているが、園で絆創膏を用
意した場合、「紙おむつを除く乳幼児全員の衛生用品一式の用意及び洗濯」に掲げ
る事項を実施している施設に含まれるのか。

２条２項（２）に掲げている衛生用品については、おむつを除
く園で使用する児童全員分の衛生用品一式（通園時に持参させ
ている、コップ、歯ブラシ、手拭きタオル、ハンカチ等の全物
品）を用意することが必要です。

6
出欠席やお迎えの予定時間をアプリで毎回入力してもらっ
ているが、２条２項（５）「連絡帳のスマホアプリ等への移行」に掲げる事項を実施して
いる施設に含まれるのか。

第２条２項（５）を満たすには、出欠席の連絡等に加え、通園時
に、保護者と職員の双方が、毎日の子どもの状況等を入力する
ことができる機能を有していることが必要です。

7
おむつ保管庫として棚を造作することは可能でしょうか？
またはロッカーのように既製品が対象となるのでしょう
か？

造作、既製品のいずれも補助対象となります。

8
新規で導入するときのみの補助だけでなく、買い替えの時
の費用も補助が出るか。

9
お昼寝用コット・布団の購入費について、既に施設が用意
した物品を使用している場合、買い換え等を行う場合も補
助の対象となるのか。

10
自転車置き場の雨よけ屋根の設置費は、「新設のみ」が対
象となるのか。既存設備の老朽化による改修費や増設等を行う場合も対象
となるのか。

「増設」は雨よけ屋根の設置範囲が広がり、現状より保護者の
負担軽減になるため対象です。
なお、「改修」は現状を維持するものであり、現状より保護者
や保育士・幼稚園教諭の負担が軽減されるとまでは言えないた
め対象外です。

11
布団やコットについて、保護者が持ち込みを希望する場合も当該児童の分も含め全
員分購入する必要があるか。

原則全員分の購入が必要ですが、保護者が持ち込みを希望する
場合は、当該児童の分を除いた数量の購入でも構いません。
ただし、補助は１回限りのため今後当該児童が持ち込みをやめ
る等により、園で追加購入する必要が生じた場合でも、追加購
入分については補助対象となりません。
予備分も補助対象となりますので、長期利用を見据えて購入数
を決定してください。ただし、適切に管理・運用されていることを確
認するために、市職員による保管場所の目視確認や予備分の積算
根拠をご提示をいただく可能性がありますので、あらかじめご了承
ください。常識の範囲を逸脱していること又は十分な積算根拠がな
い場合又は適切に保管されていないと判断された場合には補助金
を返還いただくことがあります。

12
０歳児のみ園で布団を用意し、１～５歳児は布団を保護者に持ち込んでもらっている
が本事業の補助対象となるか。

１～５歳児の布団（又はコット）の購入は対象です。（併せて０歳
児の布団をコットに買い替えた場合はその費用も対象です。）
なお、原則現在持ち込んでいる園児も含めた全員分の布団（又は
コット）を購入することが必要です。３歳児のみ布団（コット）を購入
する等、一部の児童のみの購入は対象外です。
※保護者が持ち込みを希望する場合は、当該児童のみ持ち込み
を継続しても構いません。

13

FAQ №14、15に「買い替えることによって機能の強化等、
保護者や保育士等の負担軽減が確認できるものについては
対象となる場合がある」とあるが、以下の場合は対象とな
るか。
①【布団➡布団】の買い替え
②【布団➡コット】の買い替え
③【リース（布団）からコット】を購入
④【リース（コット）から布団】を購入

同一品目の買い替え（リースから購入への切り替えも含む）は
対象外です。
品目の異なる買い替え（リースから購入への切り替えも含む）
の場合は、保護者や保育士の負担が複数の項目で軽減されるの
であれば対象となります。なお、補助対象となるかは、機能の強化
等負担軽減が確認できることが必要なため、個別にご相談くださ
い。

補助対象外：左記①
補助対象：左記②③④

14
現在防災頭巾を使用しているが、規格の統一により収納や買い替え時期の管理等
を把握しやすくするため防災ヘルメットへ買い替えを検討しているが対象となるか。

【防災頭巾➡防災ヘルメット】は買い替えの場合も補助対象と
なりますが、収納等の管理上の負担軽減というだけでなく、保護者
や保育士の負担が軽減される理由が必要になります。

15
メーカーが異なるコットを使用しているため、重ねること
ができず収納等負担がかかるので買い替えたいが対象とな
るか。

同一品目の買い替え（リースから購入への切り替えも含む）は
対象外です。

川崎市手ぶらで保育スタートアップ支援事業費補助金 Q＆A集

要件については、補助対象物品等に関わらず、いずれか一つ以上
実施（実施予定）していれば、本補助事業の対象となります。

同一物品の購入は対象外となります。
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川崎市手ぶらで保育スタートアップ支援事業費補助金 Q＆A集

16
コットを購入する際、敷き布団と掛け布団の購入費も補助
対象に含めてよいか。

コット本体のみ対象です。

17
コットを購入する際、コットのカバーにおける購入費は補
助対象に含めてよいか。

対象外です。

18 布団のレンタルからコットへの買い替えは対象となるか。
布団（リースも含む）からコットの切り替えは対象となりま
す。

19
折りたたみヘルメットは職員用であっても対象経費とな
るか。

園児用と併せて購入する場合は対象です。
職員分のみ購入する場合は対象外となります。

20
折りたたみヘルメットは園児全員分を購入する必要がある
か。

原則、対象となる園児全員分の購入が必要となります。
ただし、保護者が持ち込みを希望する場合は、当該児童のみ持
ち込みを継続しても構いません。

21
防災頭巾や、折りたたみ式以外のヘルメットは対象となる
か。

折りたたみヘルメットと同一の機能を有しているため対象とな
ります。

22 電動オーニング（屋根部分が収納できるもの）や雨よけタープは対象になるか。 雨よけ屋根と同一の機能を有しているため対象となります。

23
４．大型炊飯器の購入費のみが対象で、主食提供に伴う物品（食
器等）は対象外ということか。

本補助金は、表１の補助対象経費に記載している物品のみが対
象となります。

24 使用している炊飯器を大型のものにする場合は、補助対象となるのか。

本補助金は保護者や保育士・幼稚園教諭の負担軽減が目的で
す。大型炊飯器に切り替えることにより調理員の負担軽減には
繋がりますが、保護者や保育士・幼稚園教諭の負担が軽減され
るとまでは言えないため対象外です。

25 予備分の購入も補助対象となるか。

予備分の購入も対象です。
なお、予備分について数量制限を設けてはいませんが、適切に管
理・運用されていることを確認するために、市職員による保管場所
の目視確認や予備分の積算根拠をご提示をいただく可能性があり
ますので、あらかじめご了承ください。また、常識の範囲を逸脱して
いること又は十分な積算根拠がない場合又は適切に保管されてい
ないと判断された場合には補助金を返還いただくことがあります。

26
申請等によって生じる施設の事務負担に係る費用とは具体的に何になるのか。
本補助事業に該当する場合は支給されるという整理でよいか。また、施設の事務負
担増に係る費用はどのように積算するのか。

申請書の記載や物品の発注等の事務負担に係る経費を想定して
います。事務負担が発生している場合は、一律８万円を補助金額と
します。

27

交付条件に「補助事業の支出に対して保護者負担を求めない」とある
が、表１の補助対象経費に記載している物品を購入したこ
とにより発生する維持費（ランニングコスト）についても保護者に負
担を求めてはいけないのか。

表１記載の物品を購入することによって生じる維持費（ランニングコ
スト）について、保護者に負担を求めることを妨げるものではあり
ません。また、本回答は保護者負担を推奨するものではありませ
ん。保護者に負担を求める際には、十分に説明のうえ、同意を得て
から実施するようにお願い致します。

28
翌年度（令和８年度）以降も継続して実施する補助金であ
るかどうか。

令和８年３月現在時点では未定となります。

29

「１施設に対する補助は年間上限１年間とし、 同施設に１回限りの補助とする。」とい
う記載は、補助事業全体にかかるものなのか。
来年度以降も事業を継続する場合、今年度補助を受けて、来年度も補助を受けるこ
とは可能か。

本補助金は、補助要件及び購入費等に関わらず、１施設１回限りと
しています。今年度補助を受けた施設は、（来年度以降も事業を継
続する場合）次年度以降の補助対象外となります。


